
号

外�十六
令

和

七

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

県
民
生
活
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

教
育
財
務
課)

一

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

行
政
管
理
課)

二

規

則

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
条
中｢

岐
阜
県
庁
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
内｣

を｢

岐
阜
県
庁
環
境
エ

ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
県
民
生
活
課
内｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
授
業
料
の
免
除
等
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
号)

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

令
和
七
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
月
割
額
に
係
る
納
入
期
限
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
年
九
月
二
十
日
ま

で
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条

及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
合
理
化
対
策
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

清
流
の
国
推
進
部
清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
長

別
表
中

清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課
長

を

清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長

｣

｢

総
合
企
画
部
総
合

総
合
企
画
部
未
来

総
合
企
画
部
未
来

政
策
課
長

創
成
局
デ
ジ
タ
ル
戦
略
推
進
課
長

創
成
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長

｣

に
、｢

環
境
生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
長｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー

生
活
部
環
境
生
活
政
策
課
長｣

に
、｢

商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
長

観
光
国
際
部
観
光
国
際
政
策
課
長

｣

を ｢

子
ど
も
・

商
工
労
働

観
光
文
化

女
性
部
子
ど
も
・
女
性
政
策
課
長

部
商
工
労
働
政
策
課
長

ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


